
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

広
島
県
規
則
第
三
十
八
号 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
平
成
二
年
広
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
第
三
号
中
「
別
記
様
式
第
三
号
」
の
下
に
「
及
び
別
記
様
式
第
三
号
の
二
」
を
加
え
、
同
条
第
五

号
中
「
介
護
扶
助
決
定
調
書
」
を
「
保
護
決
定
調
書
（
介
護
扶
助
）
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
（
老
人
）
訪
問
看
護
」
を
「
訪
問
看
護
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
二

条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

第
六
条
中
「
第
二
条
第
三
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。 

第
七
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
知
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
開
始
の
決
定
通
知 

別
記

様
式
第
二
十
号 

 

二 

法
第
二
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る 

 
 

保
護
の
変
更
の
決
定
通
知 

別
記
様
式
第
二
十
号
の
二
又
は
別
記
様
式
第
二
十
号
の
三 

 

三 

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
廃
止
の
決
定
通
知 

別
記
様
式
第
二
十
号
の
四 

 

四 

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
停
止
の
決
定
通
知 

別
記
様
式
第
二
十
号
の
五 

 

五 

法
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
保
護
の
停
止
決
定
の
解
除
通
知 

別
記
様
式
第
二
十
号
の
六 

 

六 

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
護
申
請
の
却
下
の
決
定
通
知 

別
記
様
式
第
二
十
号
の
七 

 

第
十
三
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
老
人
訪
問
看
護
要
否
意
見
書
」
を
「
訪
問
看
護
要
否
意
見

書
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。 

 

第
十
九
条
中
「
事
実
」
を
「
事
業
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



保
 
護
 
台
 
帳

 
担
 
当
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ケ
ー
ス
番
号
：

 
開
始
日
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
格
 
付
：
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
 
 
 
区
：

 

 
資
産
区
分

費
用

 
分
離

 
63

条
適
用

世
帯
類
型

労
働
類
型

 
併
単
区
分

地
区
民
生
委
員

世
帯
主
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
TEL 

住
所
（
居
住
地

通
信
先
）

TEL 
 

本
籍
／
筆
頭
者

 
 

支
給
先

 
 

緊
 
急

 
連
絡
先

 
 

職
種

 
老
保

 
他
法
１

 
他
法
２

 
社
保

 
増
員
日

 
減
員
日

 
員
番
 
 
 
 
続
柄
 
 
 
 
 
個
人
番
号

 
氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
生
年
月
日
等

 
身
体
の
状
況
・
加
算
・
収
入
申
告
区
分
・
年
金
手
当
等

 
介
護
情
報
（
被
保
険
者
番
号
・
要
介
護
状
態
・
認
定
有
効
期
間
）

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

問
題
点

 
処
遇
方
針

 
記
入
日

 
決
裁

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

起
案
日

 

   

出
力
日
：

 
ペ
ー
ジ
：

 

様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

 



保
 
護
 
台
 
帳

 
１
 
基
本
／
世
帯
員
情
報

 
担
 
当

 
地
 
区

 
ケ
ー
ス

 
番
 
号

 

 
世
帯
主
名

 
 

 
 

申
請
日

 
格
 
付

 
住
 
居

 
費
 
用

 
世
帯
類
型

 
併
単
区
分

 
地
区
民
生
委
員

 
開
始
日

 
廃
止
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

居
住
地

 
通
信
先

 

 
郵
便
番
号
 
：

 
居
住
開
始
日
：

 
電
話
番
号
 
：

 

本
籍
／
筆
頭
者

 
 

支
給
先

 
 

緊
 
急

 
連
絡
先

 

 

員
番

 
氏
 
 
名

 
性
別

 
生
年
月
日

 
続
 
柄

 
学
 
歴

 
職
 
業

 
学
校
／
学
年

 
個
人
番
号

 
備
 
 
考

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

世     帯     員     情     報 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

分   離   者   等 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
他

 
 

  

出
力
日
：

 



そ
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
他

 
 

  



２
 
資
産
情
報

 
面
 
積

 
調
査
面
積

 
保
 
有

 
種
 
 
類

 
所
在
地

 
所
有
者

 
評
価
額

 
調
査
日

 
文
書
指
示
日

 
備
 
 
考

 

㎡
㎡

 
 

 
 

 

円
 

 

 

㎡
㎡

 
 

 
 

 

円
 

 

 

㎡
㎡

 
 

 
 

 

円
 

 

 

㎡
㎡

 
 

 
 

 

円
 

 

 

㎡
㎡

 
 

 
 

 

円
 

 

 

㎡
㎡

 
 

土   地   ・   家    屋 

 
 

 

円
 

 

 

種
 
 
類

 
被
保
険
者

 
契
約
日

 
月
額
保
険
料

 
受
取
人

 
満
期
日

 
入
院
給
付

 
 

保
険
会
社

 
記
号
番
号

 
契
約
者

 
満
期
保
険
金

 
解
約
返
戻
金

 
 

備
 
 
考

 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
円

円
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
円

円
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
円

円
 

 
 

 
 

円
 

 
 

 
 

 
円

円
 

 
 

 
 

円
 

 
 

生      命      保      険 

 
 

 
円

円
 

 
 

保
 
有

 
 

所
有
者

 
車
 
 
種

 
ナ
ン
バ
ー

 
年
 
式

 
排
気
量

 
文
書
指
示
日

 
備
 
 
考

 

 
 

 
 

 
㏄

 
 

 

 
 

 
 

 
㏄

 
 

 

 
 

 
 

 
㏄

 
 

 

 

自    動    車 

 
 

 
 

㏄
 

 
 

そ
 
 
 
の
 
 
 
他
 
 
 
資
 
 
 
産

 
 

  

文
書
指
示
日 

 保
 
有 



３
 
他
法
・
他
施
策
情
報

 
氏
 
 
名

 
種
 
 
類

 
記
号
番
号

 
裁
定
日

 
受
給
額

 
備
考
（
加
入
・
納
入
状
況
）

 
 

 
 

 
円

 
 

 
 

 
 

円
 

 

 
 

 
 

円
 

 

 
 

 
 

円
 

 

 
 

 
 

円
 

 

年   金   ・   手   当 

 
 

 
 

円
 

 

氏
 
 
名

 
種
 
 
類

 
記
号
番
号

 
有
効
期
間

 
備
 
 
考

 
 

 
 

～
 

 

 
 

 
～

 
 

 
 

 
～

 
 

社   会   保   険 

 
 

 
～

 
 

氏
 
 
名

 
種
 
 
類

 
対
象
医
療
機
関

 
有
効
期
間

 
備
 
 
考

 
 

 
 

～
 

 

 精神・結核

 
 

 
～

 
 

氏
 
 
名

 
種
類
／
交
付
日

 
記
号
番
号

 
等
級

障
害
名

 
備
考
（
加
入
・
納
入
状
況
）

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

身 障 ・ 療 育 手 帳 

 
 

 
 

 
 

氏
 
 
名

 
保
険
者
番
号

 
被
保
険
者
番
号

 
要
介
護
度

 
認
定
有
効
期
間

 
備
 
 
考

 
 

 
 

 
 

 
介 護 保 険 

 
 

 
 

 
 

そ
 
 
 
の
 
 
 
他
 
 
 
他
 
 
 
法

 
 

 



様
式
第
３
号
（
第
３
条
関
係
）

 
 

 
 

 
 

 
保

 護
 決

 定
 調

 書
 

（
 
 
 
 
 
 
）

 
決裁 

 
 

 
 

 
 

認
定
（
変
更
）
日

 
 

 
 

 

 
 

下
記
の
と
お
り
決
定
し
て
よ
ろ
し
い
か
伺
い
ま
す
。

 
ケ
ー
ス
番
号

 
世
帯
主
氏
名

 
地
区

 
 

世
帯

 
 

分
離

 
民
生

 
 

 
 

担
当

 
 

労
働

 
 

６
３

 
格
付

 
 

 
 

費
用

 
 

併
単

 
 

資
産

 
通
称

 
 

住
 
所

 
 

 

申
請
日

 
認
定
（
変
更
）
日

 

 

起
案
日

 
 

理由／特記事項
 

 

扶
助
決
定
欄
 
 
（
変
更
後
日
割
日
数
 
 
日
 
 
日
）

 
 

 
種
類

 
最
低
生
活
費

 
収
入
充
当

 
扶
助
額

 
日
割
額

 
所
持
金

 
 

世
帯
人
員

 
生
活

 
 

 
 

 
 

 
居
宅

 
入
院

 
施
設

 
別
居

 
計

 
住
宅

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

教
育

 
 

 
 

 
 

 
 

施
設

 
 

 
 

 
 

 
実
際
家
賃

 
 

計
 

 
 

 
 

 
 

 

本
人
支
払
額

 
 

 
 

定
時
支
給
先

 
 

差
引
扶
助
額

 
 

 
 

 
 

 
 

最
低
生
活
認
定
額

 
 

 
員番

 
氏
 
 
名

 
続
柄

 
性別

 
年齢

 
級地

 
在入

 
一
類
額

 
加
算
種
類

 
加
算
額

 
介
護
保
険

 
学
校

 
学年

 
教
育
費

 
給
食
費

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
類
額

 
加
算
額

 
二
類
人
員

 
二
類
額

 
冬
季
加
算

 
期
末
一
時
扶
助

生
活
扶
助
計

 
施
設
事
務
費

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 収
入
認
定
内
訳
欄

 
収
入
合
計

 
 

員
 

収
入
種
別

 
収
入
金
額

 
収
入
期
限

 
賞
与

 
基
礎
控
除

新
規
控
除

未
成
控
除

実
費
控
除

特
別
控
除

 
介
護
控
除

 
他
控
除

 
計

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
別
途
送
金
欄

 
記
事

 
員

 
氏
 
 
名

 
送
付
先

 
内

 
金
額

 
期
限

 
区

 
 

 
 

 
 

 
 

  
生
活
扶
助

 
住
宅
扶
助

 
教
育
扶
助

 
施
設
事
務

 
支
給
額
計

 
本
人
支
払
額

正
当
額
（
日
割
）

 
 

 
 

 
 

 
既
決
定
額

 
 

 
 

 
 

 

 月分 

追
給
戻
入
額

 
 

 
 

 
 

 
正
当
額
（
日
割
）

 
 

 
 

 
 

 
既
決
定
額

 
 

 
 

 
 

 

 月分 

追
給
戻
入
額

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



別
記
様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。 



様
式
第
３
号
の
２
（
第
３
条
関
係
）

 
 

 
 

 
 

 
 

保
 護

 決
 定

 調
 書

 
（
一
時
扶
助
決
定
）

 
決裁 

 
 

 
 

 
 

 
下
記
の
と
お
り
決
定
し
て
よ
ろ
し
い
か
伺
い
ま
す
。

 
ケ
ー
ス
番
号

 
世
帯
主
氏
名

 
地
区

 
 

世
帯

 
分
離

 
民
生
委
員

 
 

 
担
当

 
 

労
働

 
６
３

 
 

 
 

費
用

 
 

併
単

 
資
産

 
 

住
所

 
 

 

申
請
日

 
 

起
案
日

 
 

理由 

 

一
時
扶
助
の
種
類
・
程
度
及
び
支
給
方
法

 
 

１
 

２
 

３
 

申
請
番
号

 
 

 
 

世
帯
員
氏
名

 
 

 
 

種
 
 
類

 
 

 
 

扶
助
期
間

 
 

 
 

回
 
 
数

 
回

回
回

基
準
額

 
 

 
 

充
当
額

 
 

 
 

扶
助
額

 
 

 
 

総
支
給
額

 
 

 
 

支
給
方
法

 
 

 
 

支
給
先

 
 

 
 

  
記
 
 
事

 
  
 
扶
助
額
合
計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 
 
 
総
支
給
額
合
計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

 

 



別
記
様
式
第
四
号
及
び
別
記
様
式
第
四
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様
式
第
４
号
（
第
３
条
関
係
）
 

医
 療

 扶
 助

 決
 定

 調
 書

 

ケ
ー
ス

NO 
 

員
番
 

 
氏
名
 

 

性
別
 

男
 
・
 
女
 

年
齢
 

才
生
年
月
日
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 
 

 
 

費
用
 

 
病
類
 

 
 

 
 

 
１
県
費
 

 
 
１
結
核
 

 
 

 
 

 
２
市
費
 

 
 
２
そ
の
他
 

 
 

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

開
始
日
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

受
付
 

 
 

 

起
案
 

 
 

 

元
決
定
 

 
有
効
期
間
 

 
 
 
 
 
 
か
月
 
（
意
見
書
の
場
合
は
記
入
不
要
）

施
行
 

 
 

 

統
計
入
退
 

コ
ー
ド
 

入
院
時
の
み
○
印
記
入
 
 
（
転
入
院
時
は
記
入
不
要
）
 

 
 
01 入

院
申
請
 
（
保
護
開
始
時
入
院
）
 
 
02 外

か
ら
入
 
（
01，

03
以
外
の
入
院
）
 
 
03 入

院
 
（
医
療
扶
助
開
始
）

医
療
機
関
 

 
帳
票
 

 
１
意
見
書
 
 
２
依
頼
書
 
 
３
精
神
意
見
書
 

入
外
区
分
 

 
券
種
 

 
１
単
独
券
 
 
２
併
用
券
 

（
症
状
）
 

１
 

備
考
 

 
 

 
 

決
定
区
分
 

継
続
年
月

 
継
続
期
間

 

 
 

 
 

 
１
継
続
 

 
 

 
 
 
 
 
か
月
 

 
 

 
 

 
２
転
帰
 

転
帰
月
 

 
転
帰
理
由

 

 
 

 
 

 
３
中
断
・
再
開

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

 
４
修
正
 

中
断
月
 

 
再
開
月
 

 

受
付
 

 
 

 
 

 
 

起
案
 

 
券
種
 

費
用
 

病
類
 

元
決
定
 

 
 
１
単
独
 

 
１
県
費
 

 
１
結
核
 

２
 

施
行
 

 
 
２
併
用
 

 
２
市
費
 

 
２
そ
の
他
 

 
 

 
 

決
定
区
分
 

継
続
年
月

 
継
続
期
間

 

 
 

 
 

 
１
継
続
 

 
 

 
 
 
 
 
か
月
 

 
 

 
 

 
２
転
帰
 

転
帰
月
 

 
転
帰
理
由

 

 
 

 
 

 
３
中
断
・
再
開

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

 
４
修
正
 

中
断
月
 

 
再
開
月
 

 

受
付
 

 
 

 
 

 
 

起
案
 

 
券
種
 

費
用
 

病
類
 

元
決
定
 

 
 
１
単
独
 

 
１
県
費
 

 
１
結
核
 

３
 

施
行
 

 
 
２
併
用
 

 
２
市
費
 

 
２
そ
の
他
 

 
 

 
 

決
定
区
分
 

継
続
年
月

 
継
続
期
間

 

 
 

 
 

 
１
継
続
 

 
 

 
 
 
 
 
か
月
 

 
 

 
 

 
２
転
帰
 

転
帰
月
 

 
転
帰
理
由

 

 
 

 
 

 
３
中
断
・
再
開

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

 
４
修
正
 

中
断
月
 

 
再
開
月
 

 

受
付
 

 
 

 
 

 
 

起
案
 

 
券
種
 

費
用
 

病
類
 

元
決
定
 

 
 
１
単
独
 

 
１
県
費
 

 
１
結
核
 

４
 

施
行
 

 
 
２
併
用
 

 
２
市
費
 

 
２
そ
の
他
 

 



医
 療

 扶
 助

 決
 定

 調
 書

 

 
 

 
 

決
定
区
分
 

継
続
年
月

 
継
続
期
間

 

 
 

 
 

 
１
継
続
 

 
 

 
 
 
 
 
か
月
 

 
 

 
 

 
２
転
帰
 

転
帰
月
 

 
転
帰
理
由

 

 
 

 
 

 
３
中
断
・
再
開

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

 
４
修
正
 

中
断
月
 

 
再
開
月
 

 

受
付
 

 
 

 
 

 
 

起
案
 

 
券
種
 

費
用
 

病
類
 

元
決
定
 

 
 
１
単
独
 

 
１
県
費
 

 
１
結
核
 

５
 

施
行
 

 
 
２
併
用
 

 
２
市
費
 

 
２
そ
の
他
 

 
 

 
 

決
定
区
分
 

継
続
年
月

 
継
続
期
間

 

 
 

 
 

 
１
継
続
 

 
 

 
 
 
 
 
か
月
 

 
 

 
 

 
２
転
帰
 

転
帰
月
 

 
転
帰
理
由

 

 
 

 
 

 
３
中
断
・
再
開

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

 
４
修
正
 

中
断
月
 

 
再
開
月
 

 

受
付
 

 
 

 
 

 
 

起
案
 

 
券
種
 

費
用
 

病
類
 

元
決
定
 

 
 
１
単
独
 

 
１
県
費
 

 
１
結
核
 

６
 

施
行
 

 
 
２
併
用
 

 
２
市
費
 

 
２
そ
の
他
 

 
 

 
 

決
定
区
分
 

継
続
年
月

 
継
続
期
間

 

 
 

 
 

 
１
継
続
 

 
 

 
 
 
 
 
か
月
 

 
 

 
 

 
２
転
帰
 

転
帰
月
 

 
転
帰
理
由

 

 
 

 
 

 
３
中
断
・
再
開

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

 
４
修
正
 

中
断
月
 

 
再
開
月
 

 

受
付
 

 
 

 
 

 
 

起
案
 

 
券
種
 

費
用
 

病
類
 

元
決
定
 

 
 
１
単
独
 

 
１
県
費
 

 
１
結
核
 

７
 

施
行
 

 
 
２
併
用
 

 
２
市
費
 

 
２
そ
の
他
 

 
 

 
 

決
定
区
分
 

継
続
年
月

 
継
続
期
間

 

 
 

 
 

 
１
継
続
 

 
 

 
 
 
 
 
か
月
 

 
 

 
 

 
２
転
帰
 

転
帰
月
 

 
転
帰
理
由

 

 
 

 
 

 
３
中
断
・
再
開

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

 
４
修
正
 

中
断
月
 

 
再
開
月
 

 

受
付
 

 
 

 
 

 
 

起
案
 

 
券
種
 

費
用
 

病
類
 

元
決
定
 

 
 
１
単
独
 

 
１
県
費
 

 
１
結
核
 

８
 

施
行
 

 
 
２
併
用
 

 
２
市
費
 

 
２
そ
の
他
 

 
 

 
 

決
定
区
分
 

継
続
年
月

 
継
続
期
間

 

 
 

 
 

 
１
継
続
 

 
 

 
 
 
 
 
か
月
 

 
 

 
 

 
２
転
帰
 

転
帰
月
 

 
転
帰
理
由

 

 
 

 
 

 
３
中
断
・
再
開

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

 
４
修
正
 

中
断
月
 

 
再
開
月
 

 

受
付
 

 
 

 
 

 
 

起
案
 

 
券
種
 

費
用
 

病
類
 

元
決
定
 

 
 
１
単
独
 

 
１
県
費
 

 
１
結
核
 

９
 

施
行
 

 
 
２
併
用
 

 
２
市
費
 

 
２
そ
の
他
 

 
 

 
 

決
定
区
分
 

継
続
年
月

 
継
続
期
間

 

 
 

 
 

 
１
継
続
 

 
 

 
 
 
 
 
か
月
 

 
 

 
 

 
２
転
帰
 

転
帰
月
 

 
転
帰
理
由

 

 
 

 
 

 
３
中
断
・
再
開

 
 

 
 

区
分
 

処
理
年
月
日
 

 
４
修
正
 

中
断
月
 

 
再
開
月
 

 

受
付
 

 
 

 
 

 
 

起
案
 

 
券
種
 

費
用
 

病
類
 

元
決
定
 

 
 
１
単
独
 

 
１
県
費
 

 
１
結
核
 

１
０
 

施
行
 

 
 
２
併
用
 

 
２
市
費
 

 
２
そ
の
他
 

 



様
式
第
４
号
の
２
（
第
３
条
関
係
）
 

 
 

 
 

 
 

保
 護

 決
 定

 調
 書

 
 
（
介
護
扶
助
）

 

決裁 

 
 

 
 

 
 

 
ケ
ー
ス

N
O

 
員
番

 
氏
名

 
性
別

 
生
年
月
日

 

 
 

 
 

 
 

申
請
受
理
年
月

 
 

開
始
年
月
日

 
 

認
定
有
効
期
間

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
～

 

要
介
護
度

 
 

居
宅
介
護
支
援
事
業

 
 

 
事
業
所
名

 
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

 
開
始
日

 
転
帰
日

 

１
 

 
 

 
 

２
 

 
 

 
 

３
 

 
 

 
 

４
 

 
 

 
 

５
 

 
 

 
 

 



あ
別
記
様
式
第
八
号
中
「（

老
人
）
訪
問
看
護
要
否
意
見
書
（
新
規
・
継
続
）

」
を
「訪

問
看
護
要
否
意
見

書
（
新
規
・
継
続
）

」
に
、
「上

記
の
と
お
り
（
老
人
）
訪
問
看
護
を
（
１
 
要
す
る
 
２
 
要
し
な
い
）

と
認
め
ま
す
。

」
を
「上

記
の
と
お
り
訪
問
看
護
を
（
１
 
要
す
る
 
２
 
要
し
な
い
）
と
認
め
ま
す
。

」

に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
十
七
号

（裏）
中
「
結
核
性
疾
患
の
及
び
」
を
削
る
。 

別
記
様
式
第
二
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様
式
第

20
号
（
第
７
条
関
係
）
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
〒

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
域
事
務
所
長
 
 
□ 印

 

生
活
保
護
決
定
通
知
書

 
  
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
さ
れ
た
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
次
の
と
お
り
開
始
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

 
１
 
保
護
の
種
類
及
び
支
給
額

 
 

生
活
扶
助

 
住
宅
扶
助

 
教
育
扶
助

 
合
 
 
計

 
本
人
支
払
額

 
基
準
額

 
 

 
 

 
 

正
当
額
（
日
割
）

 
 

 
 

 
 

既
決
定
額

 
 

 
 

 
 

 
追
給
戻
入
額

 
 

 
 

 
 

正
当
額
（
日
割
）

 
 

 
 

 
 

既
決
定
額

 
 

 
 

 
 

 
追
給
戻
入
額

 
 

 
 

 
 

 
（
定
時
支
給
日
・
支
給
先
）

 
  
（
別
支
給
場
所
）
上
記
に
は
下
記
の
金
額
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

 
   
（
自
己
負
担
額
）
こ
の
決
定
に
よ
り
あ
な
た
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
額
で
す
。

 
  ２
 
今
回
の
決
定
に
伴
う
差
額
と
支
給
方
法

 
  ３
 
保
護
開
始
時
期
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
４
 
決
定
理
由

 
  備
考
（

1
）
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
に
，
広
島
県
知
事

 
 
 
 

 に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
で
あ
っ
て

 
 
 
 

 も
，
決
定
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。）。

 
 
 
 
 

 た
だ
し
，
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
は
審
査
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。

 
 
 
（

2
）
上
記
（

1
）
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

 
 
 
 

 か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
，
広
島
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
，
広
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）

 
 
 
 

 こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

 
 
 
 

 以
内
で
あ
っ
て
も
，
裁
決
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

 
 
 
 

 く
な
り
ま
す
。）。

た
だ
し
，
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
こ
の
決
定

 
 
 
 

 の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
 
 

 ①
 
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

50
日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

 
 
 
 

 ②
 
決
定
，
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
 

 ③
 
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
（

3
）
生
活
保
護
が
開
始
，
停
止
又
は
廃
止
さ
れ
た
場
合
は
，
市
役
所
又
は
町
役
場
の
窓
口
へ
こ
の
通
知
書
を
持
参
し
て
，
早
急
に
国
民
健

 
 
 
 

 康
保
険
の
資
格
喪
失
又
は
取
得
及
び
国
民
年
金
の
加
入
等
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 



別
記
様
式
第
二
十
号
の
次
に
次
の
六
様
式
を
加
え
る
。 



様
式
第

20
号
の
２
（
第
７
条
関
係
）
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
〒

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
域
事
務
所
長
 
 
 
□ 印

 

生
活
保
護
変
更
通
知
書

 
  
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
変
更
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

 
 １
 
保
護
の
種
類
及
び
支
給
額

 
 

生
活
扶
助

 
住
宅
扶
助

 
教
育
扶
助

 
合
 
 
計

 
本
人
支
払
額

 
基
準
額

 
 

 
 

 
 

正
当
額
（
日
割
）

 
 

 
 

 
 

既
決
定
額

 
 

 
 

 
 

 
追
給
戻
入
額

 
 

 
 

 
 

正
当
額
（
日
割
）

 
 

 
 

 
 

既
決
定
額

 
 

 
 

 
 

 
追
給
戻
入
額

 
 

 
 

 
 

 
（
定
時
支
給
日
・
支
給
先
）

 
  
（
別
支
給
場
所
）
上
記
に
は
下
記
の
金
額
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

 
   
（
自
己
負
担
額
）
こ
の
決
定
に
よ
り
あ
な
た
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
額
で
す
。

 
  ２
 
今
回
の
決
定
に
伴
う
差
額
と
支
給
方
法

 
   ３
 
保
護
変
更
理
由

 
  

備
考
（

1
）
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
に
，
広
島
県
知
事

 
 
 
 

 に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
で
あ
っ
て

 
 
 
 

 も
，
決
定
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。）。

 
 
 
 
 

 た
だ
し
，
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
は
審
査
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。

 
 
 
（

2
）
上
記
（

1
）
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

 
 
 
 

 か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
，
広
島
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
，
広
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）

 
 
 
 

 こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

 
 
 
 

 以
内
で
あ
っ
て
も
，
裁
決
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

 
 
 
 

 く
な
り
ま
す
。）。

た
だ
し
，
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
こ
の
決
定

 
 
 
 

 の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
 
 

 ①
 
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

50
日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

 
 
 
 

 ②
 
決
定
，
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
 

 ③
 
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
（

3
）
生
活
保
護
が
開
始
，
停
止
又
は
廃
止
さ
れ
た
場
合
は
，
市
役
所
又
は
町
役
場
の
窓
口
へ
こ
の
通
知
書
を
持
参
し
て
，
早
急
に
国
民
健

 
 
 
 

 康
保
険
の
資
格
喪
失
又
は
取
得
及
び
国
民
年
金
の
加
入
等
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 



様
式
第

20
号
の
３
（
第
７
条
関
係
）
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
〒

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
域
事
務
所
長
 
 
 
□ 印

 

一
時
扶
助
決
定
通
知
書

 
  
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
さ
れ
た
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
次
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た

の
で
通
知
し
ま
す
。

 
 １
 
保
護
の
種
類
，
程
度

 

N
o 

氏
名

 
月
分
・
回
数

 
種
 
 
 
 
類

 
金
額
（
総
額
）

 

１
 

 
回

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円

（
 
 
 
 
 
 
 
円
）

２
 

 
 

 
  

３
 

 
 

 
  

※
 
（
 
）
内
の
金
額
は
扶
助
期
間
内
の
合
計
金
額
で
す
。

 
 ２
 
今
回
の
決
定
に
伴
う
支
給
金
額
及
び
支
給
方
法

 
N

o 
支
給
金
額

 
支
 
給
 
日

 
支
 
 
給
 
 
方
 
 
法

 

１
 

円
 

 
 

２
 

円
 

 
 

３
 

円
 

 
 

  備
考
（

1
）
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
に
，
広
島
県
知
事

 
 
 
 

 に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
で
あ
っ
て

 
 
 
 

 も
，
決
定
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。）。

 
 
 
 
 

 た
だ
し
，
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
は
審
査
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。

 
 
 
（

2
）
上
記
（

1
）
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

 
 
 
 

 か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
，
広
島
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
，
広
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）

 
 
 
 

 こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

 
 
 
 

 以
内
で
あ
っ
て
も
，
裁
決
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

 
 
 
 

 く
な
り
ま
す
。）。

た
だ
し
，
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
こ
の
決
定

 
 
 
 

 の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
 
 

 ①
 
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

50
日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

 
 
 
 

 ②
 
決
定
，
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
 

 ③
 
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

 
 
 

 
 



様
式
第

20
号
の
４
（
第
７
条
関
係
）
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
〒

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
域
事
務
所
長
 
 
 
□ 印

 

生
活
保
護
廃
止
通
知
書

 
  
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
，
次
の
と
お
り
廃
止
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

 
 １
 
廃
止
し
た
保
護
の
種
類

 
    ２
 
今
回
の
廃
止
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

 
    ３
 
廃
止
す
る
時
期

 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  ４
 
理
 
由

 
    備
考
（

1
）
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
に
，
広
島
県
知
事

 
 
 
 

 に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
で
あ
っ
て

 
 
 
 

 も
，
決
定
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。）。

 
 
 
 
 

 た
だ
し
，
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
は
審
査
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。

 
 
 
（

2
）
上
記
（

1
）
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

 
 
 
 

 か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
，
広
島
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
，
広
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）

 
 
 
 

 こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

 
 
 
 

 以
内
で
あ
っ
て
も
，
裁
決
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

 
 
 
 

 く
な
り
ま
す
。）。

た
だ
し
，
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
こ
の
決
定

 
 
 
 

 の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
 
 

 ①
 
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

50
日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

 
 
 
 

 ②
 
決
定
，
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
 

 ③
 
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
（

3
）
生
活
保
護
が
開
始
，
停
止
又
は
廃
止
さ
れ
た
場
合
は
，
市
役
所
又
は
町
役
場
の
窓
口
へ
こ
の
通
知
書
を
持
参
し
て
，
早
急
に
国
民
健

 
 
 
 

 康
保
険
の
資
格
喪
失
又
は
取
得
及
び
国
民
年
金
の
加
入
等
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 



様
式
第

20
号
の
５
（
第
７
条
関
係
）
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
〒

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
域
事
務
所
長
 
 
 
□ 印

 

生
活
保
護
停
止
通
知
書

 
 
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
，
次
の
と
お
り
停
止
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

 
 １
 
停
止
し
た
保
護
の
種
類

 
    ２
 
今
回
の
停
止
の
結
果
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

 
    ３
 
停
止
す
る
時
期

 
 
 
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
  ４
 
理
 
由

 
     備
考
（

1
）
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
に
，
広
島
県
知
事

 
 
 
 

 に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
で
あ
っ
て

 
 
 
 

 も
，
決
定
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。）。

 
 
 
 
 

 た
だ
し
，
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
は
審
査
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。

 
 
 
（

2
）
上
記
（

1
）
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

 
 
 
 

 か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
，
広
島
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
，
広
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）

 
 
 
 

 こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

 
 
 
 

 以
内
で
あ
っ
て
も
，
裁
決
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

 
 
 
 

 く
な
り
ま
す
。）。

た
だ
し
，
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
こ
の
決
定

 
 
 
 

 の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
 
 

 ①
 
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

50
日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

 
 
 
 

 ②
 
決
定
，
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
 

 ③
 
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
（

3
）
生
活
保
護
が
開
始
，
停
止
又
は
廃
止
さ
れ
た
場
合
は
，
市
役
所
又
は
町
役
場
の
窓
口
へ
こ
の
通
知
書
を
持
参
し
て
，
早
急
に
国
民
健

 
 
 
 

 康
保
険
の
資
格
喪
失
又
は
取
得
及
び
国
民
年
金
の
加
入
等
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 



様
式
第

20
号
の
６
（
第
７
条
関
係
）
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
〒

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
域
事
務
所
長
 
 
 
□ 印

 

生
活
保
護
停
止
解
除
通
知
書

 
  
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
変
更
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

 
 １
 
保
護
の
種
類
及
び
支
給
額

 
 

生
活
扶
助

 
住
宅
扶
助

 
教
育
扶
助

 
合
 
 
計

 
本
人
支
払
額

 
基
準
額

 
 

 
 

 
 

正
当
額
（
日
割
）

 
 

 
 

 
 

既
決
定
額

 
 

 
 

 
 

 

追
給
戻
入
額

 
 

 
 

 
 

正
当
額
（
日
割
）

 
 

 
 

 
 

既
決
定
額

 
 

 
 

 
 

 

追
給
戻
入
額

 
 

 
 

 
 

 
（
定
時
支
給
日
・
支
給
先
）

 
  
（
別
支
給
場
所
）
上
記
に
は
下
記
の
金
額
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

 
   
（
自
己
負
担
額
）
こ
の
決
定
に
よ
り
あ
な
た
に
負
担
し
て
い
た
だ
く
額
で
す
。

 
  ２
 
今
回
の
決
定
に
伴
う
差
額
と
支
給
方
法

 
  ３
 
保
護
変
更
理
由

 
 

 
備
考
（

1
）
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
に
，
広
島
県
知
事

 
 
 
 

 に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
で
あ
っ
て

 
 
 
 

 も
，
決
定
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。）。

 
 
 
 
 

 た
だ
し
，
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
は
審
査
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。

 
 
 
（

2
）
上
記
（

1
）
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

 
 
 
 

 か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
，
広
島
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
，
広
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）

 
 
 
 

 こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

 
 
 
 

 以
内
で
あ
っ
て
も
，
裁
決
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

 
 
 
 

 く
な
り
ま
す
。）。

た
だ
し
，
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
こ
の
決
定

 
 
 
 

 の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
 
 

 ①
 
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

50
日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

 
 
 
 

 ②
 
決
定
，
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
 

 ③
 
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
（

3
）
生
活
保
護
が
開
始
，
停
止
又
は
廃
止
さ
れ
た
場
合
は
，
市
役
所
又
は
町
役
場
の
窓
口
へ
こ
の
通
知
書
を
持
参
し
て
，
早
急
に
国
民
健

 
 
 
 

 康
保
険
の
資
格
喪
失
又
は
取
得
及
び
国
民
年
金
の
加
入
等
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

 
 



様
式
第

20
号
の
７
（
第
７
条
関
係
）
 

平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
〒

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
様

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
地
域
事
務
所
長
 
 
 
□ 印

 

保
護
申
請
却
下
通
知
書

 
  
平
成
 
 
年
 
 
月
 
 
日
付
け
で
申
請
さ
れ
た
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
理
由
に
よ
り
保
護
で

き
ま
せ
ん
の
で
却
下
し
ま
す
。

 
  

記
 

  １
 
却
下
の
理
由

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         備
考
（

1
）
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
は
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
に
，
広
島
県
知
事

 
 
 
 

 に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60
日
以
内
で
あ
っ
て

 
 
 
 

 も
，
決
定
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。）。

 
 
 
 
 

 た
だ
し
，
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
人
は
審
査
請
求
が
で
き
ま
せ
ん
。

 
 
 
（

2
）
上
記
（

1
）
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
場
合
に
限
り
，
そ
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日

 
 
 
 

 か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
，
広
島
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
広
島
県
を
代
表
す
る
者
は
，
広
島
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）

 
 
 
 

 こ
の
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
，
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月

 
 
 
 

 以
内
で
あ
っ
て
も
，
裁
決
が
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
決
定
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

 
 
 
 

 く
な
り
ま
す
。）。

た
だ
し
，
次
の
①
か
ら
③
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
，
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
な
い
で
こ
の
決
定

 
 
 
 

 の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
 
 

 ①
 
審
査
請
求
を
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

50
日
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

 
 
 
 

 ②
 
決
定
，
決
定
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
。

 
 
 
 

 ③
 
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。

 
 
 

 
 



別
記
様
式
第
二
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 



様式第26号（第12条関係） 
 
平成  年  月分 

生活保護費支給明細書 （ 保 護 金 品 支 給 台 帳 ） 出力日： 
ページ： 

支給方法： 支給先： 上段：当 月 分／ 中段：追 戻 分／ 下段：一時扶助分 地域事務所 
ケース番号 氏  名 生活扶助 住宅扶助 教育扶助 介護扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 施設事務 支給額 口座番号 受領月日 受領印 備考 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

小  計 
              

合  計 
 
 
 

件 

 
 
 

件

 
 
 

件

 
 
 

件

 
 
 

件

 
 
 

件 

 
 
 

件

 
 
 

件

 
 
 

件

 
 
 

件

件

件

件

   

 



別
記
様
式
第
三
十
号
中 

 
 

次
の

と
お

り
生

活
保

護
法

に
よ

る
保

護
施

設
を

設
置

し
た

い
の

で
，

生
活

保
護

法
施

行
規

則
第

５
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

を

 
 

次
の

と
お

り
生

活
保

護
法

（
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

第
1
4
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

に
よ

る
保

護
施

設
を

設
置

し
た

い
の

で
，

生
活

保
護

法
第

4
0
条

第
２

項

の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
一
号
中 

 
 

次
の

と
お

り
生

活
保

護
法

に
よ

る
保

護
施

設
を

設
置

し
た

い
の

で
，

生
活

保
護

法
第

4
1
条

第
２

項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

を

 
 

次
の

と
お

り
生

活
保

護
法

（
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

第
1
4
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

に
よ

る
保

護
施

設
を

設
置

し
た

い
の

で
，

生
活

保
護

法
第

4
1
条

第
２

項

の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
三
号
中 

「 
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
い
の
で
，
生
活
保
護
法
第
41条

第
５
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

 

」
を 

  
次

の
よ

う
に

変
更

し
た

い
の

で
，

生
活

保
護

法
（

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

第
1
4
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ
る

も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
第
41条

第
５
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
三
十
九
号
中 

「 
次
の
と
お
り
生
活
保
護
法
施
行
細
則
第
19条

の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 

 

」
を 

  
次

の
と

お
り

生
活

保
護

法
施

行
細

則
第

1
9
条

及
び

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
第
16条

の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
一
号
中 

 

次
の
と
お
り
保
護
施
設
を

廃
 
 
止

休
 
 
止

事
業
縮
小

し
た
の
で
，
生
活
保
護
法
施
行
規
則
第
７
条
の
規
定
に
よ

 

り
報
告
し
ま
す
。
 

を

 

次
の
と
お
り
保
護
施
設
を

廃
 
 
止

休
 
 
止

事
業
縮
小

し
た
の
で
，
生
活
保
護
法
施
行
規
則
（
中
国
残
留
邦
人
等

 

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

第
1
4
条

第
４

項
の

規
定

 

に

「 「 「 「 「 「 「 「 

」」」」」」」



に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。
 

 
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
二
号
中 

 
 

次
の
と
お
り

廃
止

休
止

し
た
の
で
，
生
活
保
護
法
第
42条

の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

を

 

次
の
と
お
り

廃
止

休
止

し
た
い
の
で
，
生
活
保
護
法
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

 

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

第
1
4
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ
る

も
の
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
第
42条

の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
三
号

（表）
中 

 

生
活
保
護
法
指
定

医
療
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

指
定
申
請
書
 

 

  
生
活
保
護
法
第
49条

（
同
法
第
55条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
，

次
の
と
お
り
指
定
を
申
請
し
ま
す
。
 

を

 

指
定

医
療
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

指
定
申
請
書
 

 

  
生

活
保

護
法

（
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進
及

び
永

住
帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に

関
す

る
法

律
第

1
4
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

以

下
同

じ
。

）
第

4
9
条

（
生

活
保

護
法

第
5
5
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
基

づ
き
，
次
の
と
お
り
指
定
を
申
請
し
ま
す
。
 

に
 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
四
号

（表）
中 

 

生
活
保
護
法
指
定
介
護
機
関
指
定
申
請
書
 

 

 
生
活
保
護
法
第
54条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
次
の
と
お
り
指
定
を
申
請
し
ま
す
。
 

を

 

指
定
介
護
機
関
指
定
申
請
書
 

 

生
活

保
護

法
（

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
び

永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法

律
第

1
4
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

）

第
54条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
，
次
の
と
お
り
指
定
を
申
請
し
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
五
号

（表）
中 

 

「 「 「 「 「 「 

」」」」」」



生
活
保
護
法
指
定
 

医
療
機
関

介
護
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

名
 
称

 所
在
地

 そ
の
他

変
更
届
書
 

 

  
次
の
と
お
り
変
更
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。
 

を

 

指
定
 

医
療
機
関

介
護
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

名
 
称

 所
在
地

 そ
の
他

変
更
届
書
 

 

  
次

の
と

お
り

変
更

し
ま

し
た

の
で

、
生

活
保

護
法

（
中

国
残

留
邦

人
等

の
円

滑
な

帰
国

の
促

進

及
び

永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法

律
第

1
4
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ

る
も

の
と

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
第

5
0
条

の
２

（
生

活
保

護
法

第
5
4
条

の
２

第
４

項
及
び
第
55条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
六
号

（表）
中 

 

生
活
保
護
法
指
定

医
療
機
関

介
護
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

廃
止

 休
止

 再
開

届
書
 

 

  
次
の
と
お
り
 
廃
止
・
休
止
・
再
開
 
し
ま
し
た
の
で
届
け
出
ま
す
。
 

を

 

指
定
 

医
療
機
関

介
護
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

廃
止

 休
止

 再
開

届
書
 

 

  
次

の
と

お
り

 
廃

止
・

休
止

・
再

開
 

し
ま

し
た

の
で

、
生

活
保

護
法

（
中

国
残

留
邦

人
等

の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
び

永
住

帰
国

後
の

自
立

の
支

援
に

関
す

る
法

律
第

1
4
条

第
４

項
の

規
定

に

お
い

て
そ

の
例

に
よ

る
も

の
と

さ
れ

る
場

合
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
第

5
0
条

の
２

（
生

活
保

護

法
第

5
4
条

の
２

第
４

項
及

び
第

5
5
条

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

）
の

規
定

に
よ

り
届

け

出
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
七
号

（表）
中 

 

生
活
保
護
法
指
定

医
療
機
関

介
護
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

処
分
届
書
 

 

  
次
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。
 

を

 

「 

」」

「 

」」」

「 「 「 



指
定

医
療
機
関

介
護
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

処
分
届
書
 

 

  
次

の
と

お
り

生
活

保
護

法
施

行
規

則
（

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
び

永
住

帰

国
後

の
自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

第
1
4
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
14条

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
四
十
八
号

（表）
中 

 

生
活
保
護
法
指
定

医
療
機
関

介
護
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

指
定
辞
退
届
書
 

 

  
次
の
と
お
り
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
を
辞
退
し
ま
す
。
 

を

 

指
定

医
療
機
関

介
護
機
関

助
 産

 師

施
 術

 者

指
定
辞
退
届
書
 

 

  
次

の
と

お
り

生
活

保
護

法
（

中
国

残
留

邦
人

等
の

円
滑

な
帰

国
の

促
進

及
び

永
住

帰
国

後
の

自

立
の

支
援

に
関

す
る

法
律

第
1
4
条

第
４

項
の

規
定

に
お

い
て

そ
の

例
に

よ
る

も
の

と
さ

れ
る

場
合

を
含

む
。

以
下

同
じ

。
）

に
よ

る
指

定
を

生
活

保
護

法
第

5
1
条

（
同

法
第

5
4
条

の
２

第
４

項
及

び

第
55条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
辞
退
し
た
い
の
で
，
届
け
出
ま
す
。
 

に

 

改
め
る
。 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
に
よ
る
様
式
で
し
て
い
る
申
請
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
に
よ
る
様
式
で
行
っ
た
申
請
と
み
な
す
。 

３ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の

施
行
の
際
現
に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
様
式

に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

「 「 

」」

「 

」




